
和光市選挙管理委員会会議録

開 催 日 時 令和元年９月２日
午前１１時００分開会

午前１１時５５分閉会

開 催 場 所 市役所６階 ６０２会議室

議案第１３１号

議案第１３２号

議案第１３３号

議案第１３４号

議案第１３５号
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議案第１３９号

議案第１４０号
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議案第１４５号

議案第１４６号

議案第１４７号

議案第１４８号

議案第１４９号

＜通常議案＞

選挙人名簿から抹消することについて

選挙人名簿の定時登録について

在外選挙人名簿の登録について

＜参議院埼玉県選出議員補欠選挙関連議案＞

ポスター掲示場設置の場所の決定について

登録の移替えの延期を定めることについて

期日前投票所の指定について

投票所の指定について

期日前投票所を開く時刻の繰下げについて

在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について

開票立会人のくじの日時及び場所の決定について

開票の日時及び場所の決定について

投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行

う日時及び場所の決定について

告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決

定について

告示日以前における在外選挙人名簿に登録されている選挙

人に対する不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定につい

て

期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任につ

いて

期日前投票所の投票立会人の選任について

投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

開票管理者及びその職務代理者の選任について

選挙事務従事者の委嘱について

出

席

者

委 員 長 浪 間 曻

委 員 庄 子 ミ エ

委 員 鳥 飼 孝 行

委 員 上 田 隆 子

局 長 鈴 木 均

書 記 丸 山 洋 司

主 事 松 尾 拓 真

主 事 補 畑 中 佑 斗
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ただいまから選挙管理委員会を開催します。

本日の議案は１９件でございます。議案第１３１号選挙

人名簿から抹消することについてを議題といたします。事

務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３１号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３２号選挙人名簿の定時登録についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３２号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３３号在外選挙人名簿の登録についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３３号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３４号ポスター掲示場設置の場所の決定に

ついてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願い

します。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３４号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３５号登録の移替えの延期を定めることに

ついてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願い

します。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３５号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３６号期日前投票所の指定についてを議題

といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。
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異議なし。

それでは、議案第１３６号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３７号投票所の指定についてを議題といた

します。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３７号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３８号期日前投票所を開く時刻の繰下げに

ついてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願い

します。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３８号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１３９号在外選挙人が投票を行う期日前投票

所の指定についてを議題といたします。事務局から議案の説

明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３９号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４０号開票立会人のくじを行う日時及び場

所の決定についてを議題といたします。事務局から議案の説

明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４０号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４１号開票の日時及び場所の決定について

を議題といたします。事務局から議案の説明をお願いしま

す。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４１号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４２号投票所における候補者氏名等掲示の

順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。
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（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４２号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４３号告示日以前における不在者投票用紙

等の郵送開始期日の決定についてを議題といたします。事務

局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４３号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４４号告示日以前における在外選挙人名簿

に登録されている選挙人に対する不在者投票用紙等の郵送

開始期日の決定についてを議題といたします。事務局から議

案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４４号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４５号期日前投票所の投票管理者及び職務

代理者の選任についてを議題といたします。事務局から議案

の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４５号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４６号期日前投票所の投票立会人の選任に

ついてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願い

します。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４６号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４７号投票所の投票管理者及びその職務代

理者の選任についてを議題といたします。事務局から議案の

説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。



委員会の次第は上記のとおりである。

令和元年１０月 ９日
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委 員 ○印

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

それでは、議案第１４７号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４８号開放管理者及びその職務代理者の選

任についてを議題といたします。事務局から議案の説明をお

願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４８号は原案のとおり可決いたしまし

た。次に議案第１４９号選挙事務従事者の委嘱についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４９号は原案のとおり可決いたしまし

た。

議事はすべて終了しました。

連絡事項は以上ですか。それでは、本日の委員会を終了し

ます。


